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1 3 0

0（0％）

0 33 0

0（0％）

1 36 0

0（0％）

継続実施
○

未実施
×

合　　計 37 3
37（100％）

評価
対象外
―

重点的
取り組み
項目

4 1

4（100％）

継続する
取り組み
項目

33 2

33（100％）

区　　分
取り組み
項目数

新規実施
◎

平成 27年３月 17日 

環境部清掃リサイクル課 
 
 

平成25年度のリサイクル推進計画の進捗状況および 

一般廃棄物処理事業の評価について 

 

 

 「リサイクル推進計画」は、練馬区第３次一般廃棄物処理基本計画（計画期

間：平成23 年度～平成32年度）（以下「一廃計画」という。）の目標達成に向

けた行動計画として位置づけ、平成23年３月に一体として改定し、毎年度の進

捗状況を点検することとしている。 

「一般廃棄物処理事業」は、一廃計画において、リサイクル推進計画の内容

をもとに基本指標、モニター指標および取り組み指標により評価を行い、評価

結果を次年度の一般廃棄物処理実施計画に反映することとしている。 

このたび、平成25年度のリサイクル推進計画の進捗状況および一般廃棄物処

理事業の評価がまとまったので、以下のとおり報告する。 

 

 

１ リサイクル推進計画の進捗状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「評価対象外」は、「取り組み項目数」から除く 

 

資料２ 
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目標までの差指標名 平成25年度 平成24年度
前年度
との差

平成32年度
目標

528 △ 8 470 50（減らす）

発生量 694 702 △ 8 668

198 24（増やす）

リサイクル率（％） 25.1 24.7 0.4 29.6 4.5（上げる）

区民１人１日
あたり

（ｇ/人日）

資源量 174 173 1

26（減らす）

収集ごみ量 520

持込ごみ量（ｔ） 26,455 24,813 1,642 25,919 536（減らす）

２ 一般廃棄物処理事業の評価 

 

⑴ 基本指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注) 端数を四捨五入しているため、収集ごみ量＋資源量＝発生量とならない場合がある。 

  リサイクル率は、資源量÷発生量で算出している。 
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区民１人あたりの
処理経費（円/人）

ごみ 9,258 9,283 △ 25

資源 3,874

指標名 平成25年度 平成24年度
前年度
との差

4,232 △ 358

１ｔあたりの
処理経費（円/ｔ）

ごみ 48,812 48,135 677

資源 58,470 64,023 △ 5,553

⑵ モニター指標 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



―：評価対象外とした項目

　⑴　重点的取り組み項目

●項目１　広報・ＰＲ活動の充実

柱

目　標

評価方法

Ⅰ　発生抑制の推進

方針

　１　環境教育の推進と普及啓発

　　⑵　普及啓発事業の推進

　　　①　広報・ＰＲ活動の充実

　区民１人１日あたりのごみ量が目標年次に目標値を達成している。

リサイクル推進計画進捗状況一覧表

【進捗評価】欄の表示

凡　　例

◎：新しい取り組みを実施した項目

×：取り組み内容の未実施項目

○：取り組み内容を継続して実施している項目

　照姫まつり、消費生活展、その他地区
祭等に参加し啓発活動を行った。
　環境月間行事(６月）では、区内３か所
のリサイクルセンターと区役所アトリウ
ムを会場として、環境に関するパネル展
示、体験講座（リサイクルセンターの
み）を行った。
　ねりま・エコスタイルフェアでは、パ
ネル展示を行った。
　・開催日：平成25年10月20日(日）
　・会　場：区立南町小学校

取り組み内容 進捗状況 進捗評価

1)ねりま区報、区ホー
ムページで清掃・リサ
イクルなどの啓発事業
を実施する。

　ねりま区報、区ホームページにリサイ
クルマーケットやリサイクルセンターの
区民向け講座の開催案内を掲載した。
　練馬区公式ツイッターにて、情報を発
信した。

　５つの個別施
策の実績を踏ま
え、区民１人１
日あたりのごみ
量の減量度合
い、可燃ごみ中
の資源化可能物
の混入率度合い
により評価す
る。

○

　区民1人1日あ
たりのごみ量
は、前年度より
８ｇ減少した。
　また、可燃ご
み中の資源化可
能物の混入割合
は、前年度より
0.5ポイント分
別状況が改善さ
れた。

5)地域単位の青空集会
の実施を、ごみの分別
の悪い集積所を対象と
して充実する。

　青空集会を実施した。
　・実施回数：25回
　・参加人数：642名

2)外国人向け啓発パン
フレットを充実する。

　簡易版「資源・ごみの分け方と出し
方」（英語・中国語・ハングル語・タガ
ログ語）を戸籍住民課等で配布した。
　必要な言語の作成について検討を行っ
た。

3)町会・自治会などと
連携した啓発活動を実
施する。

　練馬区環境清掃推進連絡会と協働で、
地域の環境・清掃・リサイクルに関する
事業を実施した。
【主な活動内容】
　・区内一斉清掃
　　（平成25年５月、11月）
　・施設見学会（25年11月）
　・ポイ捨て・歩行喫煙防止
　　キャンペーン協力
　　（26年1月豊島園駅）
　・研修会（26年３月）
　　「フードロスについて」

4)照姫まつり、地区祭
などの各種イベントで
啓発事業を実施する。

別紙
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●項目２　リサイクルセンター等地域拠点の充実

柱

評価方法

●項目３　資源回収事業の継続

柱

評価方法

【実績量】 【計画量】
古紙 28,523ｔ 28,212ｔ
びん・缶 7,687ｔ 7,662ｔ
紙パック 84ｔ 86ｔ
古布・古着 1,004ｔ 999ｔ
乾電池 88ｔ 92ｔ
ペットボトル 2,347ｔ 2,327ｔ

容器包装
プラスチック

5,219ｔ 5,312ｔ

廃食用油 27ｔ 26ｔ
小型家電 3ｔ 2ｔ
金属類 798ｔ 723ｔ
布団 109ｔ 99ｔ
蛍光管 6ｔ 6ｔ
合　計 45,893ｔ 45,546ｔ

目　標
　４か所目となるリサイクルセンターを設置し、練馬区資源循環センターと連携した事業などを
展開する。また、４館の運営方針などにより円滑な事業運営がなされている。

取り組み内容 進捗状況 進捗評価

Ⅰ　発生抑制の推進

方針

　１　環境教育の推進と普及啓発

　　⑵　普及啓発事業の推進

　　　②　リサイクルセンター等地域拠点の充実

Ⅱ　リサイクルの推進

方針

　３　区が進める資源回収の推進

　　⑴　資源回収事業の推進

　　　②　資源回収事業の継続

1)練馬区長期計画(H22
～H26)で位置づけてい
る４か所目となるリサ
イクルセンターの設置
を具体的に明らかに
し、４館のネットワー
ク化を構築するととも
に、練馬区資源循環セ
ンターとも連携しなが
らごみの発生抑制やリ
サイクルのしくみづく
りの場となる施設整備
をする。

　４館目の整備にあたり、住民・施設利
用者等の意見をふまえて、施設整備内容
を検討し基本設計に反映させた。

　４か所目の施
設の整備に関す
る進捗状況や運
営方針などの策
定状況を踏まえ
評価する。

○

　基本設計を策
定し、整備に向
け確実に進捗し
ている。

※端数処理のため、内訳と合計が一致し
ない場合がある。

2)新たな資源回収品目
の検討を進める。

　古着・古布について、集積所での回収
が可能か検討を進めた。

目　標
　既存の資源回収事業において環境負荷を低減する取り組みを進めるとともに、ごみの減量につ
ながる新たな資源を回収する。

取り組み内容 進捗状況 進捗評価

1)既存品目の回収を継
続する。

　２つの個別施
策の実績を踏ま
え、収集・運搬
における環境負
荷の低減の状況
により評価す
る。

○
　継続して実施
した。
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●項目４　事業系一般廃棄物の収集・運搬の役割分担の検討

柱

評価方法

●項目５　家庭ごみ有料化の検討

柱

目　標

評価方法

Ⅳ 適正処理の推進

方針

　２　効率的な収集・運搬

　　⑵　事業系一般廃棄物の収集・運搬

　　　①　事業系一般廃棄物の収集・運搬の役割分担の検討

目　標
　ごみの排出事業者が、自ら処理または収集・運搬許可業者への委託化を進め、区が収集する事
業系一般廃棄物が減少している。また、区の収集システムを利用する事業者は、適正な排出がな
されている。

取り組み内容 進捗状況 進捗評価

1)区が収集する事業系
廃棄物の基準の検討を
進める。

　事業者の自己処理、適正処理を促すた
め、平成25年４月から、区の収集基準を
日量50kg未満から１回30kg未満に引き下
げた。
　平成25年10月、廃棄物処理に係る応分
負担の観点から、廃棄物処理手数料の上
限規定を１kgにつき32.5円を36.5円に改
定した。 　２つの施策の

実績を踏まえ評
価する。

◎

　ごみの排出事
業者の自己処理
責任を明確化
し、廃棄物の適
正処理につい
て、検討を行
い、手数料改定
等を実施した。

方針

　４　適正な処理費用負担

　　⑵　家庭系ごみの処理

　　　①　家庭ごみ有料化の検討

　区民１人１日あたりのごみ量が目標年次に目標値を達成している。

取り組み内容 進捗状況 進捗評価

2)収集運搬許可業者の
活用に関する周知活動
を進める。

　「資源・ごみの分け方と出し方」、区
ホームページおよび排出指導をとおして
事業系一般廃棄物は自己処理が原則であ
ることを周知している。
　一般廃棄物許可業者の名簿を区ホーム
ページに掲載し紹介している。

Ⅳ 適正処理の推進

1)練馬区循環型社会推
進会議で検討する。

　第６期練馬区循環型社会推進会議は、
区長から、「リサイクル・清掃事業の効
率化と負担のあり方」について諮問を受
け、家庭ごみ有料化について特に審議を
行い、答申を行った。

　練馬区循環型
社会推進会議の
議論の検討状
況、公表の状況
を踏まえ評価す
る。

―

　答申では、家
庭ごみの有料化
を導入すべき時
期に来ていると
しながらも、有
料化を導入する
前に行政として
やるべきことが
まだたくさんあ
る、という結論
に至り、今は、
有料化について
検討しないこと
とした。
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　⑵　継続する取り組み項目

柱Ⅰ　発生抑制の推進

●廃棄物に関しての環境教育・環境学習等の推進

評価方法

方針

１　環境教育の推進と普及啓発

　⑴　環境教育等の推進

　　①　廃棄物に関しての環境教育・環境学習等の推進

取り組み内容（目標） 進捗状況 進捗評価

2)区立小中学校等にお
ける廃棄物に関する環
境教育の充実を図る。

　区立小中学校および幼稚園では、学
校・幼稚園版環境マネジメントシステム
の取り組みを活用し、環境教育の推進を
図った。
　一部の小中学校では、総合的な学習の
時間の一環として、アルミ缶リサイクル
に取り組んでいる。
　区立保育園では、各園で毎月省エネの
目標を設定したり、リサイクル当番を決
めてごみの分別活動を行うなど各園独自
の環境教育を工夫して推進している。

　環境教育の実
施状況などによ
り評価を行う。

○
　継続して実施
した。

1)区立小学校、区立幼
稚園、区立保育園での
分別体験や３Ｒ学習を
実施する。

　清掃事務所でふれあい環境学習を実施
した。
　・小学校　65校
　　（児童数5,508人）
　・幼稚園　３校
　　（園児数　202人）
　・保育園　52園
　　（園児数2,949人）
　・その他　15回
　　（人数　1,788人）
　　※私立保育園、高等学校など

　実施した学校
などの数や児
童・園児の感想
などにより評価
を行う。

○

　アンケートの
内容を反映さ
せ、より分かり
やすい環境学習
を目指した。

4)練馬区資源循環セン
ターとリサイクルセン
ターにおいて、区民・
事業者向けの環境学習
事業を実施する。

【資源循環センター】
　「もの」を大切にし、廃棄物の発生抑
制や再使用につながるリサイクルや清
掃・環境についての講習会等を実施し
た。
　・講習会等：126回
　・参加人数：626人
【リサイクルセンター】
　環境・リサイクル学習講座やリサイク
ル手作り教室などの講座を実施した。
　・講 座 数：530講座
　・参加人数：8,898人

　区民・事業者
向け講座の実績
により評価す
る。

○
　継続して実施
した。

3)環境クラブ活動の支
援や環境作文コンクー
ル事業を実施する。

　こどもエコクラブの地域事務局とし
て、環境クラブ活動を支援した。
　・３クラブ　会員111名
　小・中学生を対象に環境作文コンクー
ルを実施した。
　・小学生：430作品
　・中学生：691作品
　・入　賞：16名
　・環境作文集：1,500部発行

　クラブ活動へ
の支援実績や作
文コンクール事
業実施の有無に
より評価する。

○
　継続して実施
した。
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●家庭での生ごみの発生抑制・資源化の取り組み

評価方法

●練馬区環境管理実行計画に基づくごみの発生抑制

評価方法

方針

２　ごみの発生抑制を優先する活動

　⑴　家庭での発生抑制

　　①　家庭での生ごみの発生抑制・資源化の取り組み

取り組み内容（目標） 進捗状況 進捗評価

方針

２　ごみの発生抑制を優先する活動

　⑶　庁舎等区立施設での発生抑制

　　①　練馬区環境管理実行計画に基づくごみの発生抑制

取り組み内容（目標） 進捗状況 進捗評価

1)家庭での生ごみ減量
のために、生ごみ処理
機等への購入費助成事
業を実施する。

　家庭用生ごみ処理機等への購入費助成
事業を実施した。
【購入費助成件数】
　　家庭用生ごみ処理機：58件
　　コンポスト化容器  ：22件
　　　　　　　　　　計　80件
【あっせん件数】
　　生ごみコンポスト化容器
　　　　　　　　　　　：10件

　助成実績や推
計減量により評
価する。

○

　助成件数は横
ばいだったが、
あっせん件数が
減少した。

1)練馬区環境管理実行
計画に基づくごみの発
生抑制を実施する。

　イベント時に、使い捨て容器の自粛や
ごみの持ち帰りを呼びかけたり、古紙や
びん・缶などのリサイクルを行うなど、
区立施設から排出されるごみの発生抑制
に取り組んでいる。
　・廃棄物排出量：2,606t

　ごみの排出量
などにより評価
する。

○
　排出量は、横
ばいだった。
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●再使用・再利用の促進

評価方法

　

●再生品の利用促進

評価方法

方針

３　再使用の促進と再生品利用の推進

　⑴　再使用・再生品利用の促進

　　①　再使用・再利用の促進

取り組み内容（目標） 進捗状況 進捗評価

1)粗大ごみから再使
用・再利用できる物を
区民に提供する。

　練馬区資源循環センターで粗大ごみか
ら選別した家具について、リサイクルセ
ンターで展示・販売を実施した。
　・展示：6,338点
　・販売：6,290点

　粗大ごみから
の再利用品数等
により評価す
る。

○
　再利用品数は
増加した。

方針

３　再使用の促進と再生品利用の推進

　⑴　再使用・再生品利用の促進

　　②　再生品の利用促進

3)リサイクルマーケッ
ト事業へ支援を行う。

　区民が主催するリサイクルマーケット
に対し、公園使用許可・活動用品貸与・
ねりま区報への掲載等の支援を行った。
　・登録団体：48団体
　・支援回数：96回
　・リサイクルマーケット主催者
　　養成講座
　　：１回（参加者16人）

　主催者の育成
や事業実施回数
などにより評価
する。

○

　養成講座を実
施したが、登録
団体数および支
援回数ともに減
少した。

2)大型生活用品リサイ
クル情報掲示板の活用
を図る。

　区立施設15か所にある大型生活用品リ
サイクル情報掲示板を活用し、再利用を
促進した。
　・譲ります
　　：406件（成立件数186件）
　・譲ってください
　　：62件（成立件数５件）

　掲示件数、成
立件数などによ
り評価する。

○
　掲示件数およ
び成立件数とも
に減少した。

1)再生品の展示等、情
報提供を実施する。

　リサイクルセンターにおいて再生品
（古布を利用した布ぞうり・リバーシブ
ル帽子・ショッピングバッグ等）の展示
を行った。
　毎月、リサイクルセンターについての
情報紙を発行し情報提供を行った。

　再生品の展示
などにより評価
する。

○
　再生品の展示
は継続的に実施
した。

取り組み内容（目標） 進捗状況 進捗評価
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柱Ⅱ　リサイクルの推進

●集団回収事業への参加

評価方法

●資源の自主回収の促進

評価方法

方針

１　区民が進める資源回収の促進

　⑴　地域や家庭におけるリサイクル活動の促進

　　①　集団回収事業への参加

取り組み内容（目標） 進捗状況 進捗評価

方針

２　事業者が進める資源回収の促進

　⑴　自主回収の促進

　　①　資源の自主回収の促進

取り組み内容（目標） 進捗状況 進捗評価

1)集団回収事業への参
加の呼びかけと練馬区
環境清掃推進連絡会と
連携した取り組みを実
施する。

　練馬区環境まちづくり公社では、集団
回収事業のパンフレットを配布し、参加
の呼びかけを行った。
　・登録団体：533団体
　・回収量　：12,153ｔ

　集団回収参加
団体数により評
価する。

○

　集団回収の登
録団体数および
回収量ともに増
加した。

1)廃棄物管理責任者を
対象とした講習会を実
施する。

【廃棄物管理責任者講習会】
　・実施回数：４回
　・参加者　：154名

　講習会の実績
により評価す
る。

○
　継続して実施
した。

3)店頭回収の実施店舗
の拡充を進める。

【店頭回収新規店舗数】
　・ペットボトル ：14店
　・乾電池　　　 ： 4店

　各店舗への働
きかけや支援な
どにより評価す
る。

○
　新規登録店舗
数が増加した。

2)事業用大規模建築物
への立入指導を実施す
る。

　床面積1,000㎡以上の事業用大規模建築
物立入指導の際、再利用の取り組み、再
利用廃棄物保管場所の状況について調
査、指導した。
【立入指導件数】
　・1,000㎡～3,000㎡未満：76件
　・3,000㎡以上　　　　 ：65件

　立入指導の実
績により評価す
る。

○
　継続して実施
した。
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●区立施設でのリサイクルの推進

評価方法

●区民のリサイクル活動への支援

評価方法

●事業者のリサイクル活動への支援

評価方法

方針

３　区が進める資源回収の推進

　⑴　資源回収事業の推進

　　①　区立施設でのリサイクルの推進

取り組み内容（目標） 進捗状況 進捗評価

1)区立施設における古
紙等の資源化を実施す
る。

【回収量】
　・区立施設：736t
　・練馬庁舎：173t

　回収実績によ
り評価する。

○
　継続して実施
した。

2)区立施設における落
ち葉のたい肥化を実施
する。

　平成23年度から落ち葉のたい肥化につ
いては、福島第一原子力発電所の事故の
影響で、実施を見合わせた。

　落ち葉のたい
肥化の実績によ
り評価する。

―
 評価できな
い。

方針

３　区が進める資源回収の推進

　⑵　区民・事業者への支援

　　①　区民のリサイクル活動への支援

取り組み内容（目標） 進捗状況 進捗評価

4)練馬区環境管理実行
計画に基づく取り組み
を実施する。

　再利用可能な物品について、遊休物品
のあっせん制度を活用し、各組織を横断
して再利用に取り組んだ。

　取り組みの報
告により評価す
る。

○
　継続して実施
した。

3)区立施設における生
ごみのたい肥化を実施
する。

・回収施設　　　　：168施設
・回収量　　　　　：1,070t
・練馬の大地出荷量：　 24t

　生ごみのたい
肥化の実績によ
り評価する。

○
　継続して実施
した。

1)集団回収事業の参加
団体へ物品等を配布す
る。

【物品等の支援内容】
　・案内板、雨よけシートの貸出し
　・空き缶プレス機の貸出し
　・１kgあたり６円の報奨金を支給

　物品等の活用
状況などにより
評価する。

○
　継続して実施
した。

方針

３　区が進める資源回収の推進

　⑵　区民・事業者への支援

　　②　事業者のリサイクル活動への支援

2)３Ｒ活動を自主的に
取り組んでいる団体等
への支援を検討する。

　区民が主催するリサイクルマーケット
に対し、公園使用許可や資材貸与、ねり
ま区報への掲載等の支援を行った。
　・登録団体：48団体
　・支援回数：96回

　検討内容、支
援内容などによ
り評価する。

○
　継続して実施
した。

取り組み内容（目標） 進捗状況 進捗評価

1)事業系の資源回収事
業の継続と自主回収を
促進する。

　商店街オフィスリサイクル事業を継続
した。
【回収量】
　・オフィス古紙　　：11t
　・商店街ダンボール：42t

　事業系の資源
回収や自主回収
への取り組みな
どにより評価す
る。

○
　継続して実施
した。
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柱Ⅲ　参画と協働体制の推進

●活動に関する情報提供

評価方法

●区民・事業者・区による情報交換や協議の場づくり

評価方法

●会議体の運営

評価方法

方針

１　取り組み推進のためのネットワークづくり

　⑴　区民・事業者・区のネットワークづくり

　　①　活動に関する情報提供

方針

１　取り組み推進のためのネットワークづくり

　⑴　区民・事業者・区のネットワークづくり

　　②　区民・事業者・区による情報交換や協議の場づくり

取り組み内容（目標） 進捗状況 進捗評価

1)自主的に取り組んで
いる団体を紹介する。

　区民からの電話での問合せに対して、
集団回収登録団体の紹介を行っている。
　地域懇談会を３日間に渡り、地域別に
実施した。
開催日　　　　　　　　出席団体数
11月19日(〒178地域)　　　　20団体
11月20日(〒177地域)　　　　30団体
11月21日(〒176,179地域)　　71団体

　団体の把握状
況、検討状況に
より評価する。

○
　継続して実施
した。

方針

２　計画推進のしくみづくり

　⑴　練馬区循環型社会推進会議の運営

　　①　会議体の運営

取り組み内容（目標） 進捗状況 進捗評価

1)情報交換会等を開催
し、協議する場を設定
する。

　区民・事業者・区による意見交換を行
う場として、すでに、練馬区循環型社会
推進会議が設置されている。

　情報交換会等
の開催状況と協
議結果などによ
り評価する。

―

　すでに、練馬
区循環型社会推
進会議が設置さ
れている。

取り組み内容（目標） 進捗状況 進捗評価

1)円滑な会議体の開
催・運営を行う。

　第７期は、平成24年９月に「更なるご
み減量に向けた３Ｒの取り組みについ
て」諮問を受け、審議を行った。平成25
年度は答申（素案）についてまとめた。
会議は５回開催した。

　会議の内容や
検討経過などに
より評価する。

○
　継続して実施
した。
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柱Ⅳ　適正処理の推進

●排出ルールの周知

評価方法

●大規模排出事業者への適正排出に係る普及啓発

評価方法

●不法投棄の防止

評価方法

方針

１　排出ルールの徹底

　⑴　区民への周知

　　①　排出ルールの周知

方針

１　排出ルールの徹底

　⑵　事業者への周知

　　①　大規模排出事業者への適正排出に係る普及啓発

取り組み内容（目標） 進捗状況 進捗評価

1)啓発パンフレットの
配布やねりま区報・区
ホームページへの掲載
を行う。

　「資源・ごみの分け方と出し方(26年4
月版)」を発行した。
　「ねりまの環」第５号を発行した。
　ねりま区報では、平成25年８月１日号
で、廃棄物処理手数料改定のお知らせに
ついて掲載するなど、年８回掲載した。
　集積所の排出状況に応じて、個別にパ
ンフレットやチラシの配布、看板の設
置、町会回覧等を行った。

　可燃ごみ中の
資源化可能物な
どの割合により
評価する。

○

　可燃ごみ中の
資源化可能物な
どの割合は、
22.0％から
19.8％で、2.2
ポイントの減と
なった。

方針

１　排出ルールの徹底

　⑶　不法投棄の防止

　　①　不法投棄の防止

取り組み内容（目標） 進捗状況 進捗評価

1)事業用大規模建築物
への立入検査を実施す
る。

　床面積1,000㎡以上の事業用大規模建築
物について立入調査を実施した。
【立入件数】
　・1,000㎡～3,000㎡未満：76件
　・3,000㎡以上　 　　　：65件

　立入検査の実
績や改善などの
内容に基づき評
価する。

○
　継続して実施
した。

取り組み内容（目標） 進捗状況 進捗評価

1)不法投棄防止看板の
配布、安全安心や古紙
持去りのパトロールと
連携した不法投棄の監
視を実施する。

　安全安心パトロールと連携して区道や
集積所等における監視活動を実施してい
る。
　・不法投棄看板配布　：221枚
　・不法投棄物収集件数：2,448件

　不法投棄物の
回収件数実績な
どにより評価す
る。

○
　不法投棄の件
数が減少した。

10



●効率的で環境負荷の少ない収集・運搬体制の構築

評価方法

●収集・運搬許可業者への助言・情報提供

評価方法

●清掃一組による共同処理

評価方法

方針

２　効率的な収集・運搬

　⑴　収集・運搬業務の円滑な実施

　　①　効率的で環境負荷の少ない収集・運搬体制の構築

取り組み内容（目標） 進捗状況 進捗評価

1)環境に配慮した収集
車両の導入やエコドラ
イブを実施する。

　ディーゼルハイブリッド車を４台導入
した。
　清掃事業所では、朝礼時に安全作業を
確認する中で急発進・急停車の防止な
ど、エコドライブ実施の徹底をはかっ
た。

　収集車両の導
入数や消費燃料
などにより評価
する。

○
　継続して実施
した。

方針

２　効率的な収集・運搬

　⑵　事業系一般廃棄物の収集・運搬

　　②　収集・運搬許可業者への助言・情報提供

取り組み内容（目標） 進捗状況 進捗評価

2)練馬区都市整備公社
（現練馬区環境まちづ
くり公社）などの民間
事業者を活用した収
集・運搬体制を実施す
る。

　練馬区環境まちづくり公社に容器包装
プラスチックの回収および粗大ごみの収
集を委託している。
　資源（びん・缶・ペットボトル）回収
については、民間事業者に委託してい
る。

　公社への委託
の継続や新たな
委託内容などに
より評価する。

○
　継続して実施
した。

方針

３　中間処理・最終処分

　⑴　中間処理

　　①　清掃一組による共同処理

取り組み内容（目標） 進捗状況 進捗評価

1)収集・運搬許可業者
への立入検査を実施す
る。

【立入検査実施数】
　・一般廃棄物収集運搬業：５件
　・浄化槽清掃業　　　　：１件

　立入検査の実
績により評価す
る。

○
　継続して実施
した。

1)23区における共同処
理体制を継続する。

　清掃一組が管理・運営する清掃工場、
中防不燃ごみ処理センターおよび粗大ご
み破砕処理施設等による共同処理体制を
継続している。

　処理体制の状
況により評価す
る。

○
　継続して実施
した。
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●資源回収物の中間処理

評価方法

●東京都の最終処分場での処分

評価方法

●小規模事業者に対する排出指導

評価方法

●清掃・リサイクル事業にかかる経費の公開

評価方法

方針

３　中間処理・最終処分

　⑴　中間処理

　　②　資源回収物の中間処理

取り組み内容（目標） 進捗状況 進捗評価

方針

３　中間処理・最終処分

　⑵　最終処分

　　①　東京都の最終処分場での処分

取り組み内容（目標） 進捗状況 進捗評価

1)資源の種類ごとに適
正処理されていること
を確認する。

　毎年行っている「プラスチック製容器
包装のベール品の品質調査」において、
平成25年度は昨年度に引き続き最も良い
「Ａ判定」を受けた。
　その他の資源の中間処理施設において
も、定期的に現地調査を行い、適正に処
理されているかを確認している。

　資源回収物の
適正な処理と資
源化の状況によ
り評価する。

○
　継続して実施
した。

方針

４　適正な処理費用負担

　⑴　事業系ごみの処理

　　①　小規模事業者に対する排出指導

取り組み内容（目標） 進捗状況 進捗評価

1)中央防波堤外側埋立
処分場・新海面処分場
での処分を実施する。

　清掃工場などによる焼却等の中間処理
で発生した焼却灰等について、各処分場
で埋立処分されている。

　最終処分の状
況により評価す
る。

○
　継続して実施
した。

1)適正な排出への指導
を実施する。

　ごみの分別指導、有料ごみ処理券貼
付、収集日の確認等の直接指導およびチ
ラシを配布し、排出状況の改善活動を実
施した。
　・指導件数：1,802件
（昼間：363件、夜間：1,439件）

　指導件数や指
導内容などによ
り評価する。

○
　継続して実施
した。

1)ごみ処理経費やリサ
イクル経費を公表す
る。

　平成24年度の経費については、平成25
年10月発行の「ねりまの環」で公表し
た。また、平成26年３月に区役所アトリ
ウムで実施したパネル展にも「ねりまの
環」を展示した。
【区民１人あたりの年間経費】
　・ごみ：9,283円
　・資源：4,232円

　公表の有無、
経費削減状況な
どにより評価す
る。

○
　経費の公表を
行い、また、経
費も削減した。

方針

４　適正な処理費用負担

　⑶　区民・事業者への情報公開

　　①　清掃・リサイクル事業にかかる経費の公開

取り組み内容（目標） 進捗状況 進捗評価
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